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開  会   午前１０時００分 

○委員長（馬場 哉） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、議会運営委員会を招集いたしましたところ、皆様方にはご出席をいただきあ

りがとうございます。 

  本日の委員会は、令和３年第２回定例会における議会運営につきまして、お手元に配

付いたしております会議日程により、ご協議をお願いいたします。 

  本日の委員会において不適切な発言等がありました場合には、委員長において精査を

行うことといたします。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（馬場 哉） ありがとうございます。 

  ここで、副町長より発言を求められておりますので、これを許します。山下副町長。 

○副町長（山下康之） 皆さん、改めましておはようございます。 

  本日は、令和３年第２回６月議会の運営に関しての議会運営委員会を開催いただきま

して、誠にありがとうございます。 

  馬場委員長、藤本副委員長のもと、各委員の皆様方にはいろいろとお世話になります

けれども、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  今年は、非常に梅雨入りが早うございまして、５月１６日からもう近畿地方が梅雨に

入ったと思われるとこういうような発表があったところでございますけれども、そうい

う中、連日非常に天候の悪い日が続いておりますけれども、せんだっても、５月２１日

に大雨警報が発令されまして、本町におきましても自主避難所を開設し、対応に当たっ

たところでございますけれども、宇治田原町内各地で土砂災害等が発生しておりまして、

一日も早い復旧を進めたいというように思っております。 

  そういう矢先に、本日も九州を中心に非常に豪雨の状況が起こっており、太平洋側を

通って梅雨前線が動くと、このようにも言われておりますけれども、こういう梅雨の時

期でございますので、非常にこれから防災面にも力を入れて、住民の皆さんの安心・安

全にしっかりと気を配っていきたいというように思っておるところでございます。 

  こういった時期でございますので、委員各位におかれましても、非常にいろんな食中

毒とかいろんな面においての心配される時期でもございますので、どうぞお体には十分

にご自愛をいただきまして、ますますの活躍をお願いしたいというように思うところで

ございます。 

  そういった中で、新型コロナウイルスに関連いたしましても、昨年の１２月に宇治田
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原町で確認されて以降、ちょうど５月１６日で３８名の方がコロナに感染されたという

確認の報告をいただいておりまして、それから後は今のところ報告は聞いていないとこ

ろでございますけれども、まだまだ全国各地でそういった状況が続く中で、今のところ

緊急事態宣言についても５月３１日と言われておりますけれども、昨夜、国のほうに、

京都府、また大阪府、兵庫県と、また延長してほしいと、こういう要請をされたという

ようには聞いておりますけれども、そういう中でございますので、非常にそういった面

についても気を配りながら感染対策に取り組んでいかなければならないと思っておりま

す。 

  そういった中、５月に閉会中の文教厚生常任委員会でもご報告申し上げましたけれど

も、保育所のほうにおきましてもコロナの感染が出たということで、即刻いろんな対応

をしたところでございます。 

  そういった中で、５月１１日から保育所の開所の予定でございましたけれども、いち

早くそういった対応をさせていただいたおかげで、５月１０日、一日早く保育所のほう

に園児を迎えて、今も元気にやっているところであります。この間、園児の皆さん、ま

た保護者の皆さん、また関係者の皆さんには大変申し訳なく、お詫びをするところでご

ざいます。 

  そういった中で、今も緊急事態宣言が出ておりますので、役場の庁舎内におきまして

も、いろいろと議員さんにもご配慮いただく中で、分散の業務を開始しておりまして、

一同に感染を受けて役場を停止というわけにもいきませんので、やはり住民の皆さんに

ご迷惑かけない方法として旧の水道庁舎、また文化センターに分散させたり、あるいは

役場の中の会議室に分散をして、業務に当たっているところでございます。 

  そういった中で、ちょうど５月１６日から新型コロナウイルスの予防接種を始めまし

て、現在のところ７５歳以上の方々に順序よく予防接種を受けていただいているという

ようなところでございます。 

  そういった中で、５月２５日の８時半から６５歳以上７４歳までの方の予約を受け付

けさせていただきまして、ちょうどその方々１，４４０人おられる中で、１，２１９人

の方がもう予約を済ませていただきまして、率で申し上げますと８４．６５％の方がも

う既に予約済みというような形になっておりまして、スマホで、またパソコンで申し込

みしていただいて、完全に最後まで行き切っていない方もおられるかも分かりませんの

で、再度ホームページ等でもお知らせをして対処していきたい。また、予防接種の日が

もう決まっておりますので、１週間ほど前にその方々には時間を間違わないように再度
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通知を送って、徹底したご案内をしていきたいというように思っているところでござい

ます。 

  そういった中、６５歳から７４歳の方は、６月５日午後から予防接種の開始をさせて

いただきまして、６月６日になりますと７５歳以上の方々の２回目と、また６５歳から

７４歳までの初めての方、１回目の方、これが始まりますけれども、職員一同、医療関

係の方と一丸となってしっかりとした対応をしていきたい、このように思っております

ので、議員各位におかれましても、いろんな角度からご支援なり、またご指導いただき

ますようによろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  非常に開会の挨拶長くなりましたけれども、６月定例会では予算関係が１件、補正

１件、それと条例関係が３件、改正が２件と専決１件、一般議案が１件、これは道路の

認定１件でございます。また、報告案件が８件ということで、５議案、８報告をお願い

していくというようになります。 

  後ほどまた提案説明をさせていただきますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げ

まして、また、先ほど申し上げましたように、議員の皆さん方にはますますのご活躍を

ご祈念申し上げまして、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○委員長（馬場 哉） ありがとうございました。 

  これより議事に入ります。 

  日程第１、令和３年第２回６月定例会についてを議題といたします。 

  ①署名議員について、事務局からお願いをいたします。 

○議会事務局長（矢野里志） 改めましておはようございます。 

  会議録署名議員の指名でございますが、今定例会につきましては、４番、山本精議員、

８番、森山高広議員にお願いをしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（馬場 哉） 続きまして、②会期について。 

  会期については、６月３日から６月１７日までの１５日間といたします。 

  ③再開日について。 

  ８日火曜日、午前１０時から一般質問１日目。９日水曜日、午前１０時から一般質問

２日目、これは予備日でございます。１７日木曜日、午前１０時から閉会予定としてお
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ります。なお、１７日の午前１０時から約１分程度、全国瞬時警報システム（Ｊアラー

ト）緊急地震速報訓練及びシェイクアウト訓練が実施されます。 

  ④常任委員会の日程について。 

  １０日木曜日、午前１０時より総務建設常任委員会、１１日金曜日、午前１０時より

文教厚生常任委員会。 

  ⑤予算特別委員会の日程についてでございます。 

  予算特別委員会は１４日月曜日、午前１０時といたします。 

  以上、読み上げをさせていただきましたけれども、この日程でご異議はございません

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（馬場 哉） ありがとうございます。 

  続きまして、⑥提出議案について当局より議案説明をお願いしたいと思います。山下

副町長。 

○副町長（山下康之） それでは、着座にて私のほうから今回お願いいたします議案につ

きましてご説明を申し上げたいというふうに思います。 

  まず最初に、議案第３６号、令和３年度宇治田原町一般会計補正予算（第１号）でご

ざいます。 

  お手元のほうに議案書の後ろに補正予算の主要事項なり、また概要のほうをつけさせ

ていただいているところでございますけれども、今回、第１号につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対して支援特

別給付金の給付するための費用、それと本年度から宇治田原小学校内に新しく開設をさ

せていただきまして、また職員の配置を京都府からいただきました通級指導教室、これ

を今も現在実施していただいておりますけれども、その通級教室を整備する費用という

ことで、今回お願いをしていきたいということで、補正額につきましては１，６５０万

円の追加ということで、補正後の予算総額を５０億１，５５０万円とさせていただきた

いとこのように思っているところでございます。 

  詳細的な内容につきましては、省略させていただきますけれども、後ろに主要事項調

書なり、また概要等つけさせていただいておりますので、よろしくお願いしたいという

ように思います。 

  続きまして、議案第３７号、宇治田原町自治功労者表彰条例の一部を改正する条例を

制定するということで、これも議会のほうとも今日までいろいろとご相談も申し上げる
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中、閉会中の常任委員会でもご説明させていただきましたけれども、やはり町政におき

まして長年の功労と優れた活動を評価させていただくとともに、その栄誉をたたえる自

治功労者表彰制度の趣旨に照らし合わせまして、各分野でご活躍の方を広く顕彰するた

めに所要の改正を行わせていただきたいというふうに思っております。特に対象者の方

やあるいはまた必要年数と、こういったところの見直しをお願いするものでございます。 

  続きまして、議案第３８号、宇治田原町税条例等の一部を改正する条例を制定するに

ついてでございます。 

  これは、地方税法の一部を改正する法律が公布・施行されたことに伴いまして、所要

の改正を行うものでございます。ここに「等」と入っておりますので、条例の中でも

２つ改正があるわけでございまして、特に個人住民税の非課税限度額における国外の居

住親族の取り扱いの見直し、それとセルフメディケーション税制の延長、これは医療費

控除、これの延長でございます。後ろに概要のほうつけさせていただいておりますので、

またよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、議案第３９号、宇治田原町税条例の一部を改正する条例の専決処分につ

いてでございます。 

  これにつきましては、地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月３１日に公布

されたということで、原則として４月１日施行された、これに伴いまして本条例につい

て改正を行ったものでございまして、主な改正内容については、土地に係る固定資産税

の負担調整措置の継続、また軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減期限の延長などでご

ざいます。これについては専決処分ということで、後ろに概要のほうをつけさせていた

だいているところでございます。 

  続きまして、議案第４０号でございます。 

  町道路線の認定についてでございます。これについては、南小字下中道地内の住宅開

発によりまして町に帰属した道路について、町道１の６２号線として認定しようとする

というものでございます。これも議案書の後ろに１の６２号線の延長なり、また起終点

等を掲げさせていただいており、また３枚目には今回認定をさせていただきたいと思っ

ております位置図のほうが入っておりますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、報告の第１号でございます。 

  令和２年度宇治田原町一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございます。これに

つきましては、令和２年度の一般会計補正予算第４号また第６号の繰越明許費の設定を

行いました「ハートのまち」移住定住プロモーション事業費、またオンライン観光プロ
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モーション事業費、宇治田原山手線整備事業費、それと新市街地連絡道路整備事業費、

それと新市街地都市公園整備事業費などに係ります繰越明許費の繰越計算書を調製いた

しましたので、地方自治法施行令の規定によりまして議会のほうにご報告申し上げるも

のでございます。 

  続きまして、報告第２号でございます。 

  令和２年度宇治田原町水道事業会計予算繰越計算書についてでございます。これにつ

きましては、急速ろ過機の改良事業など事業費を翌年度に繰り越す必要が生じましたこ

とから、水道事業会計予算繰越計算書を調製いたしましたので、地方公営企業法の規定

によりまして議会のほうにご報告を申し上げるものでございます。 

  続きまして、報告第３号でございます。 

  令和２年度宇治田原町下水道事業会計予算繰越計算書についてでございます。これに

つきましても、公共下水道の管渠整備事業などの事業費を翌年度に繰り越す必要が生じ

ましたことから、下水道事業会計予算繰越計算書を調製いたしましたので、これも地方

公営企業法の規定によりまして議会のほうにご報告を申し上げるものでございます。 

  続きまして、報告第４号でございます。 

  贄田立川線道路工事（その４）宇治田原中央公園造成工事（その２）請負契約の一部

変更に係る専決処分についてでございます。これは、令和２年第３回の定例会でご可決

賜りましたこの請負契約について、契約金額の変更が生じましたことから、自治法の規

定に基づき議会の指定事項として専決処分をさせていただきましたので、ご報告を申し

上げたいというふうに思っております。 

  舗装工の施工面積の変更などがございまして、請負金額１億６，２１３万

８，９００円から３８万３，９００円を減額し、１億６，１７５万５，０００円に変更

させていただきましたので、議会のほうに報告を申し上げるものでございます。 

  続きまして、報告第５号でございます。 

  宇治田原中央公園造成工事（その３）請負契約の一部変更に係る専決処分でございま

す。これも先ほどと同じく令和２年度の第３回定例会でご可決を賜りました、この当該

事業の請負契約につきまして、契約金額の変更が生じましたことから、同じく自治法の

規定に基づきまして議会の指定事項として専決処分させていただいたものでございます。 

  変更内容といたしましては、駐車場の舗装工の追加などでございまして、契約金額

５，７０４万６，０００円に３３７万４，０００円を増額し、６，０４１万

６，４００円に変更させていただきましたので、同条の規定によりまして議会のほうに
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ご報告を申し上げるものでございます。 

  続きまして、報告の第６号でございます。 

  和解及び損害賠償の額の専決処分の報告についてでございます。これにつきましては、

損害賠償の額を定めることについては、自治法の規定によりまして、議会の議決事項と

して専決処分させていただきましたので、ご報告申し上げるものでございます。 

  これにつきましては、昨年の７月３０日に町の運行管理業務を請け負う京都京阪バス

株式会社の社員が運転する町営バスが町道郷之口湯屋谷線を西進中、左側の町道から合

流しようと交差点に差しかかった乗用車が来たので右側に避けたところ、車両には問題

はないんですけれども、危ないということで逃げたときに、ちょうどバスの最前列に座

っておられた乗客の方が転倒された、負傷されたということでございまして、そういっ

た状況の中で、けがをされた方にはしっかりとした対応をしていくとともに、そうした

その方との示談のほうが調いましたので、損害賠償額を３６万７，１１０円で和解をさ

せていただいたものでございます。 

  今後とも日頃から常に申し上げているところでございますけれども、安全運転につい

てはさらに徹底を図ってまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞご理解い

ただきますようによろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、報告の第７号でございます。 

  令和２年度城南土地開発公社（第１回）補正事業計画に関する報告についてでござい

ます。城南土地開発公社でございますけれども、毎事業年度に政令で定めるその経営状

況を説明する資料を作成して、それをそれぞれの議会に提出しなければならないという

ことになっておりまして、これも自治法で定められているわけでございますけれども、

そういったことから今回ご報告させていただくものでございます。 

  城南土地開発公社の理事会においても、書面表決でしていただいたということで、そ

れぞれ可決をいただいたわけでございますけれども、この補正事業計画における本町で

の公有地の取得事業については、今回は何もないということをご報告も併せてさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

  それから、続きまして、報告の第８号、令和３年度城南土地開発公社事業計画に関す

る報告書についてでございます。これも先ほどと同じく自治法のそういった法人におき

まして、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する資料を作って、それぞれの

市町村において、それぞれの議会に提出しなければならないことになっているところで

ございます。 
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  そういった中で、ご報告をさせていただくものでございますけれども、これも今回こ

うしたコロナの状況から、理事会においても書面による表決をしていただき、可決をさ

れたものでございまして、宇治田原町におきます令和３年度の城南土地開発公社の事業

計画における本町の公有地の取得事業等については、特に宇治田原町はないということ

で、事業の定められた内容におきましてご報告申し上げるものでございます。 

  以上がこの６月議会にお世話になります議案等でございまして、５議案、８報告でご

ざいます。以上で説明のほう終わらせていただきまして、よろしくご審議いただきまし

て、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  委員長、以上でございます。 

○委員長（馬場 哉） 説明が終わりましたので、委員から質疑を受けたいと思います。

ございませんでしょうか。ありませんか。よろしいですか。 

（発言する者なし） 

○委員長（馬場 哉） 以上で提出議案について終わります。 

  ⑦議事日程第１号について、事務局から説明をお願いします。 

○議会事務局長（矢野里志） それでは、お手元に配付をさせていただいております令和

３年第２回宇治田原町議会定例会議事日程（第１号）についてご説明をさせていただき

たいと思います。 

  令和３年６月３日木曜日、午前１０時が開議でございます。 

  なお、今回、請願、陳情の提出はございませんでした。 

  まず、日程第１、会議録署名議員の指名につきましては、先ほどご説明申し上げまし

たとおり、４番、山本精議員、８番、森山高広議員にお願いをさせていただく予定とし

ております。 

  日程第２の会期の決定でございますが、これにつきましても、先ほど委員長のほうか

らご確認をいただきました６月３日から１７日までの１５日間とさせていただきたく思

っております。 

  その後、町長のほうから開会のご挨拶が入る予定となっておりますのでよろしくお願

いをいたします。 

  また、その後に、４月の定期人事異動に伴います管理職員の異動対象者につきまして

の紹介を副町長よりお願いをする予定としております。 

  次に、日程第３から日程第１０、報告第１号から８号でございますが、一括議題とい

う形で町長より一括の報告をしていただく予定としております。報告案件になりますの
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で、報告のみという形で対応をしたいと思います。 

  次に、日程第１１、議案第３９号の専決処分１議案につきまして、提案理由の説明後、

専決処分でございますので所管委員会への付託は行わずに、質疑、討論、採決を予定を

しているところでございます。 

  次に、日程第１２から日程第１５までの条例改正２件、一般議案１件、補正予算１件

の４議案につきまして、一括議題を予定をさせていただいております。 

  なお、この４議案につきましては、お手元のほうに付託議案一覧をお配りをさせてい

ただいておりますが、議案第３７号、３８号及び４０号の３議案については総務建設常

任委員会へ、議案第３６号の一般会計補正予算につきましては予算特別委員会に付託を

予定をしております。いずれにつきましても付託前質疑後、それぞれの委員会へ付託を

させていただきたく考えているところでございます。 

  議事日程第１号についての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（馬場 哉） 説明が終わりましたので、委員から質疑を受けたいと思います。

ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（馬場 哉） ないようでございますので、議事日程第１号について終わります。 

  続きまして、⑧行政諸報告について協議をいたしたいと思います。奥谷理事。 

○総務担当理事（奥谷 明） 行政報告につきまして申し上げます。 

  現時点におきまして、開会並びにまた閉会時もお願いしております全員協議会等をお

開きいただきまして、ご報告をさせていただく内容は現時点ではないことを申し上げた

いと存じます。 

  以上です。 

○委員長（馬場 哉） ありがとうございました。 

  ６月定例会における行政諸報告は、報告案件なしということですので全員協議会の開

催の必要がございません。この場で委員から何かございましたら、対応いたしますが、

いかがでございましょうか。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（馬場 哉） ないようですので、６月定例会における全員協議会は開催予定な

しとしておきます。今後何かあれば１７日の閉会後は対応したいと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。 



１２ 

  ⑨番、その他、一般質問について。 

  一般質問の受付は明日５月２８日金曜日、午前８時３０分から３１日月曜日、午後

５時までとなっております。抽選につきましては、３１日月曜日、午前９時に行います。 

  また、５月１２日の議会活性化特別委員会で確認したとおり、今定例会につきまして

も３月定例会と同様、試行的に回数制限の撤廃、質問、答弁を合わせて概ね４０分とい

う内容で行う予定としております。 

  続きまして、新型コロナウイルス感染症対応について。 

  ６月定例会についても３月定例会に引き続きの対応とし、議場等の開放、傍聴は本会

議１５人、各委員会３人、議員による委員会の傍聴は会議室３０１で行うこととしたい

と思います。 

  なお、一般質問の当局側の出席についても３月定例会同様、最小限の人数にとどめる

こととし、関係管理職の出席としたいと思います。 

  続きまして、議員協議会について。 

  ６月１４日、予算特別委員会終了後に議員協議会を予定をしております。 

  内容につきましては、町制施行６５周年記念事業ハートウォーミング自治体Ｗｅｂサ

ミットについて、事業内容等について協議を行いたいと思います。 

  今後の予定でございますが、６月１６日水曜日、午前１０時から議会運営委員会を開

催予定しておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  以上、定例会についてはこれで終了いたします。 

  続きまして、日程第２、その他、何か委員からございましたらご発言をお願いしたい

と思います。ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（馬場 哉） ないようでございますので、これをもちまして第２回定例会の議

会運営委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

閉  会   午前１０時３３分 

  



１３ 

 

 

  宇治田原町議会委員会条例第２６条の規定によりここに署名する。 

 

 

          議会運営委員会委員長    馬  場     哉 

 


